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○日時 令和２年８月25日   午前10時01分開会 

○場所 委員会室 

○議件 

１． 新庁舎建設に係る調査研究について 

２． その他 

───────────────────── 

○出席委員（８名） 

 委  員  長    近 藤 憲 治 

 副 委 員 長    川原田 英 世 

 委 員    石 垣 直 樹 

            栗 田 政 男 

            立 崎 聡 一 

            永 本 浩 子 

            松 浦 敏 司 

            山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○傍聴議員（２名） 

       金 兵 智 則 

       古 田 純 也 

       村 椿 敏 章 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    武 田 浩 一 

次     長    伊 倉 直 樹 

総務議事係長    神 谷 浩 一 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

 

午前10時01分開会 

○近藤憲治委員長 おはようございます。 

それでは、ただいまより、第20回目の新庁舎建設

特別委員会を開会いたします。 

本日も、議件は１件でございまして、新庁舎建設

に係る調査研究でございます。 

お手元に配らせていただきました、本日の進行と

いうメモに沿って説明をさせていただきます。 

本日は、委員の皆さんの自由討議のみで進行いた

しますが、まず１－１、資料要求が前回の特別委員

会でございましたので、市から提出がなされており

ます。 

お手元に残置したコンクリートの強度について、

及び市有地売買契約時の重要事項説明書についての

資料がペーパーで提出されておりますので、御確認

をお願いいたします。 

こちらにつきまして、何かございますか。 

よろしいですか。 

本日は気温も高いので、上着を脱いでいただいて

結構でございます。 

それでは１－１の資料要求に対する資料提出につ

いてはよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、閉じさせていただきます。 

 

○近藤憲治委員長 続きまして１－２、最終報告案

に係る討議ということで、前回の新庁舎建設特別委

員会で報告の文案を示させていただきました。 

その際に、報告にしては非常に分量が多いんじゃ

ないのかという御指摘をいただきまして、また、そ

の読みやすさも少し考慮してほしいという趣旨の御

意見もいただいておりましたので、全体で報告書と

いう形でまとめさせていただきました。 

こちらについては、審査経過と結果、また、そも

そも委員会がなぜ設置をされたのか、そして委員の

名簿、また、20回にわたる本日も含めての各委員会

の開催状況について、そして、開催の結果導き出さ

れた最終報告、さらに最も議論が多かった建設予定

地については、最終報告の三つの軸に至るまでの主

たる見解を記載をさせていただきまして、全体で報

告書という形でまとめたところであります。 

このあとの流れとしましては、本日皆さんに御確

認をいただきましたならば、この最終報告書案を確

定版といたしまして、９月に開会予定の第３回定例

会の初日において、この報告書の中の最終報告につ

いての部分を抜粋してですね、委員長報告という形

で、お示しをさせていただくという段取りで考えて

いるところでございます。 

委員の皆さんから、こちらにつきまして何か御発

言はございますでしょうか。 

○松浦敏司委員 読ませていただきました。 

それで、最終報告の４のところで、その中の１の

新庁舎建設の必要性についてということで、１行目

のところで、本庁舎、西庁舎とも建設から50年以上

を経過しているということで、本庁舎は50年たって

令和２年 網走市議会 

新 庁 舎 建 設 特 別 委 員 会 会 議 録  

令和２年８月 25日（火曜日） 

 



- 2 -

いるのか、その確認と、あとですね、２の調査建設

の予定地についてということで、この現有地のとこ

ろは、検討対象から除外したというふうな表現にな

っているんですが、ちょっと私の認識と違っている

なと、こうではないと。 

一定の議論の中でありましたけれども、除外って

いうふうには最終的にはしなかったはずなんです、

というふうに思うんです。 

その辺ちょっと、一度皆さんの御意見も伺いなが

ら、私自身の認識が間違っていれば、それはまたや

むを得ないですから。 

ちょっと違うのではないかというふうに思ってい

るところです。 

○近藤憲治委員長 現有地についての表記でござい

ますが、私がこの委員長席から、皆さんの討議を見

させていただいて、途中まではですね、予定地とし

てどうかという御意見のやりとりがありましたが、

その後はですね、現有地について積極的な発言とい

うものが、特になされておりませんでしたので、こ

のような表記になっております。 

ですので、もし記載をすべきだというお考えであ

れば、一度この場で改めて討議をしていただいて、

各委員の皆さんの認識をですね、ある程度共通のも

のにしていただく必要があると思いますが、松浦委

員から、今こういった発言ございましたが、他の委

員の皆さんいかがですか。 

○山田庫司郎委員 中間報告のときもそうですし、

前回草案も含めてですね、委員長から提出をいただ

きました。 

委員長、副委員長含めて、大変だったんだろうと

いうふうにちょっと思いますけれども、それについ

て、どうだこうだと、また、発言しなきゃならない

わけでありますけれども、やっぱり最終報告という

ことで、全体でまとめるということで、お話をさせ

ていただきますが、今の部分での１点目でまずお話

をさせてもらうと、私もやっぱり除外という認識は

私もないんです。 

議論経過の中で確かに委員長言われるように、最

後は、このことについて触れてこなかったというの

は確かにあると思いますけれども、委員の名前言っ

て悪いですけれども、栗田委員は結構、現在地とい

うことにこだわりを持っていた委員もいましたか

ら、それを私はやめました、ということも最終的に

聞いていないような記憶になっていますので、除外

ということの文章ということに、私もならないんじ

ゃないかとこんなふうにちょっと思います。 

○栗田政男委員 山田委員のほうから今言われたよ

うに、そもそもが途中からっていうか、委員長がお

っしゃった途中からということなんですが、まず、

市側で考えている場所を仮定した中での議論に進ん

でいった、途中から変化していった経緯があると思

います。 

もともと市側は、この現庁舎の建て替えという、

この場所での建て替えは検討していないわけですか

ら、だからそれに対してどうのこうのという話はな

いですが、私は今でも原則はやはり今の場所でどう

してだめなんだと。 

そこで、建て替えをするのは原則だろうと。 

文章について、僕も前回のときに言いましたけれ

ども、ほぼほぼ、理事者側の立場にたった文章に全

部見受けられます。 

これが果たして、いいかどうかは別にしても、一

つのまとめという形でこの委員会のものとして、参

考資料として提出されるのであれば結構ですが、多

くのニュアンスが僕がぱっと見た中では、理事者寄

りの書き方になっているのかなっていう気がしてな

りません。 

○近藤憲治委員長 今、山田委員と栗田委員の発言

を総合すると、現有地もまだ検討すべき対象なんだ

という御発言だと思うんですけれども、その他の皆

さんいかがでしょうか。 

これまでも討議をする時間というのは相当あった

わけですけれども、実際には、途中からほとんど現

有地の議論は出てきてなかったんですよね。 

そのあたりについてはどうなんでしょうか。 

○永本浩子委員 私も除外というよりは、やはり、

ある一定のこの議論は、この現有地に関してはあっ

たので、最後の中心市街地、それから、潮見市営団

地とか、市営球場、ＩＣＴを活用した超分散型庁舎

の三つに加えて、現有地の議論の肯定的な部分と、

否定的な部分っていうのも、やはりきちんと載せて

おいていただいたほうがいいのではないかと私も思

います。 

○近藤憲治委員長 そのほかいかがですか。 

○石垣直樹委員 現有地については、自分は除外で

いいと思います。 

といいますのは、理事者からも説明がありました

が、半分壊して半分建築するという手法では、残し

た庁舎が崩れる恐れがあると。 

また、その半分の移転先がないなどの問題を含め
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ると、ちょっと実現可能的ではないというふうに思

いますので、それは何回も説明されたと思うんです

よね。 

除外でいいと思います。 

○立崎聡一委員 除外という言葉はどうなのかって

いうのはあるんですけれども、現有地に関して言え

ば、僕もここに建設するというのは、なかなか厳し

いものがあるのであろうというふうに理解をさせて

いただいてもらっております。 

というのも、今石垣委員からも御発言あったよう

に、半分取り壊してやるとかっていうことが、現庁

舎ではもたないというのがあるので、そこは、適切

ではないなというふうに思いますので、それはそれ

でいいと思うんですけれども、ただ、ちょっと除外

っていうのがどうなんだろうなというのが、ちょっ

と引っかかってはおりました。 

○近藤憲治委員長 各委員から御発言いただきまし

た。 

現有地については、実はこの三案ほど、肯定的な

見解っていうのが委員の皆さんから示されてないん

ですよね。 

○川原田英世委員 最後の取りまとめで、各場所の

意見を各委員から出したときに、山田委員のほうか

ら会派としては、基本の考え方は現有地だよという

発言があります。 

僕も超分散型を提案する前に、基本的には会派の

考えとしては現有地ですが、現状鑑みて、超分散型

もいいのではないかという提案をしていますので、

基本的には出ているんですよね。 

基本的には現有地がいいのではないかというの

は。 

なので、そこを言うと除外という形には絶対なら

ないので、そこも、今半分壊しては不可能だってあ

りましたけれども、それ以外にも手法の話は別だと

思いますので、議論があったということで、除外で

はない。 

〇近藤憲治委員長 私の見解をちょっと説明させて

いただくと、建設用地について、メリット、デメリ

ットを示してくださいというフェーズがあったと思

います。 

この特別委員会の、特に後半で。 

その際には、各委員の皆さんが、思いのある委員

の皆さんは、私はここがいいと思う、その理由はこ

うだからと。 

例えば、松浦委員だったら、高台はこういう理由

でいいと思う、というお話をされました。 

現有地について、そういう発言があったかどうか

ということなんですね。 

それがないとなかなか報告に書きづらいものがあ

るんです。 

ただ現有地がいいと言われても、こういう理由で

いいからという、その討議の経過がないとですね、

報告し切れないんですね。 

ただ、言っているだけであれば、中間報告と一緒

になってしまうので、そこはちょっと、改めての御

討議をいただきたいところではあるんですよね。 

報告をまとめるにあたっては。 

○山田庫司郎委員 委員長の見解はひとつ理解する

ところもありますけれども、結論が出ていないのを

除外ということにはならないんですよ。 

だから、確かに議論する中で、議論も余りなかっ

た、肯定的な意見もなかった、だから、これは否定

していいんだということにはならないんですよ、議

論経過というのは。 

だから、みんなが現有地については、桂町の競技

場と土木のセンターについてはこれは難しいねと。 

現地を見ながら結論を出したのは、これはもう共

通認識ですけれども、現有地について、ここはもう

切り離しましょうと、そういう議論はしていません

から、基本的には、私は残ると思います。 

○松浦敏司委員 私は、先ほど栗田委員も言われま

したけれども、議論の経過の中で、確かに後半は金

市舘跡地周辺が中心になってしまった経緯はあるん

ですけれども、私もその中で発言しましたけれど

も、あそこよりは現在地のほうが海抜も高いという

ようなことで、自分の主張としては高台だけれど

も、あそこと比べればどちらがいいかと言ったら、

ここのほうで建てるほうが条件としてはいいのでは

ないかというような経過も話したことがあります。 

今、山田委員言われましたように、最終報告です

から、それがみんなの認識で除外っていうことが認

識になったかと言えば、それはなっていないので、

やっぱり除外という言葉は使うべきではない、違う

形でなければならない、除外されていないというの

が私の認識です。 

○永本浩子委員 私はここは難しい、現有地で建て

るのは難しいという考えでいますけれども、でも市

民の中には、この現有地がいいとおっしゃる方も、

一定程度の方がいらっしゃいまして、私のところに

もそういった御意見いただいているケースもありま
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すので、やはり今回、今日もう１回そのことに関し

て、議論もさせていただきながら、ちゃんと特別委

員会としてこういう検討をしたっていうことは、き

ちんと肯定的な意見、否定的な見解という項目に分

けて、同じように残したほうが市民の皆さんに御納

得いただく意味でも、どうなるかわかりませんけれ

ども、いいのではないかと私は思います。 

○近藤憲治委員長 そのほか御意見ございますか。 

暫時休憩いたします。 

午前10時16分休憩 

午前10時27分再開 

○近藤憲治委員長 それでは、再開いたします。 

それでは、委員の皆さんから前段で御発言いただ

きましたが、改めて現有地での建設について、委員

間での御討議をいただきたいと思います。 

いかがでしょうか。 

○山田庫司郎委員 まず、前段、財政を考慮しない

という考え方で話させてもらいます。 

今までも、ここがやっぱり庁舎として、中心にな

ってやってきた。 

それと、ラルズ周辺跡地よりは海抜１メーター高

い場所です。 

いろんな意味で、ここが一番最適地なのは確かな

んです。 

そういうことです。 

○近藤憲治委員長 そのほかご発言ございますか。 

○松浦敏司委員 私の立場は、高台っていうことで

すけれども、ただ、金市舘跡地周辺と、ここを比べ

たときに、どちらがいいんだというふうになれば、

今山田委員言われたように、海抜が１メートル高い

という点からすれば、条件としてはこちらのほうが

いいことになります。 

歴史的な経過もいろいろあるにもあって、そんな

ようなこともあって、市民の中では、この現在地に

なぜ建て替えないんだという声も結構あるんです

ね。 

そういう意味では、議論の経過の中で、少ない状

況はありましたけれども、どちらがいいんだという

ふうになれば、私は海抜が高いほうがいいし、市民

にも親しまれているんだろうなというふうな思いは

持っています。 

○近藤憲治委員長 そのほか、現有地についての御

発言ございますか。 

それぞれ、ほかの用地を考えていらっしゃる方も

いましたので、ない方もないでいいんですけれど

も。 

○松浦敏司委員 言い忘れたんですが、市民の使い

勝手っていう点が実はあります。 

今新庁舎と言われている、金市舘跡地周辺につい

ては、非常に市民が使うという点で使いづらい状況

にあるなと。 

というのは縦通りの丹羽歯科医院の通りというの

は非常に狭い。 

それから、国道39号の信金とラルズ跡地の間の国

道もありますけれども、結構交通量もあるというこ

とで損保会社の人に聞いたんですけれども、やっぱ

り事故は起きやすいと思います、というような意見

もありました。 

そういう点からすると、やはり、そういった条件

も含めて考えると、あそこよりはこちらのほうが、

条件的には市民も使い慣れているということもあり

ますから、その点ちょっと言い忘れたので、追加し

ております。 

○近藤憲治委員長 そのほかいかがでしょうか。 

○栗田政男委員 ここも選択肢の一つと言った立場

ですから、発言をさせていただきます。 

基本はあくまでも、ここが原則であるというふう

に私は思っています。 

いろんな費用面の算出だとか、いろんなこともあ

ろうかと思いますが、各委員から出ていたように官

公庁、警察も税務署も裁判所もこの周辺に集まって

いる、どの町も官公庁が大体集約されている状況と

いうのは同じだと思います。 

それですから、今提案されている場所、ラルズ跡

地については、あそこに移すなりのことについて、

よほどの理由と説明がなければ、おかしいのかなっ

ていう気がしてなりません。 

駐車場も非常に、いろんな方面から考えたとき

に、十二分ではないと思います。 

当市は、車社会ですから、車がないと生活できな

い方々が大変多いです。 

車も大型化していますし、そういう中で、あそこ

の場所の駐車場を想定したときに、私は全然足りな

いんじゃないかというような危惧をしていますし、

そういう面からすると、よほどあそこに持っていく

特別な理由が必要ではないのかなと。 

原則は、あくまでも現有地の建て替えが、私は原

則であるというふうに思っています。 

以上です。 

○近藤憲治委員長 確認ですが、栗田委員の今の発
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言だと、今庁舎が建っているので、建っている場所

に建て替えるのが原則であるという考えですね。 

あと後段の発言は、駐車場は現有地のほうが十分

であるという考え方、つまり、ここのほうが駐車

場、ここも足りないということか。 

○栗田政男委員 それは工夫だから、地下を駐車場

にするなり、下を抜いてしまえばいくらでもでき

る。 

だから、この状況だと全然足りない状況にある。 

○近藤憲治委員長 わかりました。 

その他、現有地についていかがでしょうか。 

○永本浩子委員 私は現有地に建てるのはなかなか

難しいのではないかと思っています。 

皆さんもここを見て回ったときに、この現有地、

６条と５条の間に建てていて、かなりの勾配を盛り

土をして、その周りを擁壁で囲んであるということ

ですけれども、見ただけでこの擁壁がもうかなり老

朽化していたっていうことは、皆さん現地を見たと

きの共通認識だったと思います。 

ここに、この先50年、60年もたせるための庁舎を

建てるとすると、やはり土台からきちんと造り直す

必要が私はあると思います。 

そうすると、半分残すというんじゃなくて、全部

１回解体をして、建て直さなければいけなくなると

思いますし、そうなると、この解体費用がまずかか

りますし、庁舎全体と駐車場をどこかに移転する、

仮庁舎を造るのか、どこかを借りるのか。 

借りるとしても、借り入れるような施設は、私に

はちょっと網走市内では見当たらないし、仮庁舎を

造るにしても、庁舎と駐車場全体を移転できるよう

なところは、なかなか難しいと思います。 

仮庁舎を造るにしたら、その庁舎を造るお金がか

かりますし、どこかを借りたとしたら、この建設ま

での２年間の賃貸料がまたかかります。 

市民サービスの低下も問題だと思います。 

そしてまた、先ほど松浦さんがこの本庁舎耐震が

50年たってるのかっていう御質問がありましたけれ

ども、ちょっとその質問で、私はびっくりしたんで

すけれども、そもそも、この本庁舎が今年になると

もう築55年で、そして、西庁舎のほうが62年で、耐

震60年も２年過ぎているわけなんですけれども、構

造耐震指標を比べたときに、本庁舎のほうが0.078

っていう数値が出てる場所があるんですね。 

0.3以下が震度６強から７の地震で、倒壊または

崩壊する危険が高いということで、0.3以下も、0.1

もないというね、0.078というその箇所がこの本庁

舎の中には、やっぱりあるということで、地震が来

ると本当にいつ倒壊してもおかしくないという状況

にあるのが、今のこの本庁舎の状況なんだと思いま

す。 

そして、皆さんもニュースで聞かれて驚いたかと

思いますけれども、千島海溝の巨大地震が400年間

起きていなくて、いつ起きてもおかしくはないとい

うことで、この日本海溝、千島海溝の巨大地震が起

きた場合に、主な被害を受けるのは、北海道の太平

洋側と東北地域の太平洋側ということで、このデー

タによると、自治体庁舎で33カ所必ず浸水するって

いうことが想定までされているわけなんですけれど

も、網走に関しては、この浸水は全くないけれど

も、最低震度５以上の地震は必ず来るということ

で、そうするとやっぱりこのいつ来てもおかしくな

いこの地震に対する備えというのは、やはり命がか

かっていることですので、私はやっぱり新庁舎の建

設は急がなければいけないのではないかなと思って

おります。 

ということで、この現庁舎というのは、なかなか

やっぱりこの土台のことから考えても、また建てら

れるまでの費用面からも、また時間軸を考えてみて

も、要するに今考えているラルズ跡地に万が一決ま

ったとしても、共用は令和６年からということであ

と４年あるわけなんですね。 

そこを外して新たに現庁舎を考えるとすると、さ

らにまた出来上がるまでの期限が延びてしまうとい

うこともありますので、やはり、ここはちょっとふ

さわしくないのではないかと思っております。 

また先ほど、車の駐車場の問題が出ましたけれど

も、皆さんも御存じのとおり、2025年問題、あと５

年したら団塊の世代の方たちが、皆さん全員75歳以

上の後期高齢者になるということで、10年たったら

皆さん80歳以上、そうしたときに、どうしても免許

返納せざるを得ない人がかなりの人数、国民の４人

に１人が75歳以上になるということですから、そう

すると、どうしても公共交通、バスやタクシーに頼

らざるを得なくなるという状況が想定されるわけ

で、そのときに市民の利便性ということをやっぱり

考えていくことが、やはり大事なのではないかと思

っております。 

そして、ラルズ跡地が、今度６条側のバス停のと

ころにも面するようになるということで、あそこの

バス停は、市内からの全てのコースを通るバス停に
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なるんですね。 

なので、そういった意味では、利便性としては、

非常に高いのではないかと思っております。 

○近藤憲治委員長 そのほか。 

○松浦敏司委員 今、永本委員のほうから、解体費

の問題、費用がかかるというふうに言われましたけ

れども、解体はいずれにしても、どこに建てようと

も、この建物は解体する時期が来るという点では、

費用は何があっても変わらないと。 

ただ１点、ここで建て替えるとすれば、国の補助

金が出るんですよね。 

解体に対する補助金が出ると。 

その部分も、あるというそういう点は利点として

はあるんだというふうに考えていいのではないかと

思います。 

○近藤憲治委員長 そのほかございますか。 

○立崎聡一委員 この委員会が立ち上がったとき

に、皆さんの共通認識が、まずは耐震の関係で早く

という、いち早く手をかけなければいけないと、庁

舎に関して言えば。 

公共施設はいろんなものがたくさんありますん

で、もちろん古いものもあります。 

過去の委員会の中で調べた結果、本庁舎っていう

のがやはり一番古いという、年代的に言っていく

と、やっぱり古いっていう経過もございましたの

で、やはり、耐震に関して言えば、非常に不安であ

るという認識から、建て替えをやはりしたほうがい

いだろうという、共通認識に立ったと思われます。 

先ほど山田委員のほうから、お金の、財政のこと

も抜きにしてというお話がありましたけれども、時

間もやはり、なるべく早くしなければならない。 

そこは、財政と一緒になるのかもしれないんです

けれども、ただ、ここで働いている方も市民なの

で、命を守るというか、安全性を担保するという意

味からも、やはり早目にっていうのはやはり考えな

ければいけないんだろうな、という思いが僕の中に

はあります。 

ですから、栗田さんがおっしゃるように、そもそ

も論としては、非常によくわかるんですけれども、

やはりいち早く取りかかるためには、ラルズ跡地の

ほうが適地なのかなというふうに私は思います。 

○近藤憲治委員長 立崎委員、今確認ですけれど

も、時間軸からすると現有地が困難であるという立

場であると。 

○永本浩子委員 すいません、先ほど松浦さんが解

体のほうにも、国のほうから補助金が出るというこ

とだったんですけれども、どれくらいの割合で出る

んでしょうか。 

○松浦敏司委員 20％だと思う。 

○近藤憲治委員長 暫時休憩いたします。 

午前10時42分休憩 

午前10時42分再開 

○近藤憲治委員長 それでは再開いたします。 

○松浦敏司委員 市町村に対する庁舎建設に建設で

関わる問題でありますけれども、それと同じよう

に、率としては20％ということです。 

○永本浩子委員 ２割負担していただけるというこ

とで、８割は市の持ち出しになるということですよ

ね。 

そうすると、この緊急事業、今回使おうとしてい

る市町村機能緊急保全事業が、もし時期的に間に合

わなくてもらえなくなるとすると、その分解体の８

割も市のほうのお金として出さなきゃいけないし、

引っ越し費用も仮庁舎を造るにしても、移転するに

しても、お金の部分ではかなりの負担が私はかかる

と思うんですね。 

そして栗田さんが、ほかにもいろんな補助が、補

助金があるとおっしゃいましたけれども、私ももし

かしたら、もっと有利なものがあるんじゃないかと

思って、いろいろ調べてみて、もしかしたら私の調

べ方がちょっとまだ不十分だったのかもしれないん

ですけれども、なかなかこれ以上有利なのっていう

のは、そのとき見つけられなかったんですけれど

も、何か具体的にこういったものがあるっていうの

はあるんでしょうか。 

○栗田政男委員 総体的なお話をしたと思います

が、もう少し財政のことっていうか、市の財政の交

付金の在り方とか勉強なさっていただいて、その上

でお話し、議論しないと、これがあって、メニュー

があるっていう民間の会社なんかでこういうメニュ

ーがありますよということではないんですよね。 

いろんなものがかみ合って、交付金も、補助も、

全部来る段階で、皆変わってくる、まだ深くおわか

りになっていないで、お話になると思うんですが、

単純に借金をして、その支払いを毎月毎月払うとい

う話ではないので、いろんなことが、市の財政って

いうのは、交付金もまとまっていろんなものが絡み

合いながら途中で借り換えをしたり、いろんなこと

をやりながら資金繰りをしてるという状況なので、

それをしっかりと勉強なさった上で、やっぱりお話
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をしたほうがいいと思います。 

○永本浩子委員 私も２期目で、まだ勉強不足なこ

とは多分あると思いますけれども、大先輩の栗田さ

んにもうちょっと具体的に、私にもわかるようにこ

ういうのがあったら、今のこの２割の緊急保全事業

よりも有利なのがあるっていうのがあるのでした

ら、是非教えていただきたいんですけれども。 

○栗田政男委員 詳しく、今、このメニューを上げ

れと言っても、私のほうでそれをすぐ出せるわけで

はないのですが、だからそれは、その中を議論した

中でしっかりと勉強、財政も含めてね、しっかり勉

強していただいて、お互いに、その中から導き出す

ものですから、単純にこれだけしかないという考え

方ではないということで理解をしていただきたい。 

○永本浩子委員 単純にこれだけしかないというこ

とじゃなくて、私もいろいろ調べてみた上で、環境

省関係のものとか、ほかのものとか調べられる範囲

で調べてみて、自分にしても、もうあの段階より

も、今レベル３だと、なかなか美幌町がもらったよ

うな金額はもらえないようになっているとか、その

上で、これなのかな、市のほうも、私たちも多分、

市の財政のほうは、もっとプロな方だと思いますの

で、真剣にやっぱり調べてやってくださったのでは

ないかなと私は思っております。 

○栗田政男委員 当然、当市の財政課は優秀ですか

ら、いろんなメニューも把握しながら、これを本当

に市の財政のやり方、資金繰りの仕方っていうの

は、我々民間とも全然違います。 

いろんな借金の支払い方法、それも含めて、一応

説明の中ではこういう形だという形でくるんです

が、現実には毎年の支払いも変動してきますし、い

ろんな金利によって左右されたり、借り換えをした

りと、いろんなことが複雑に絡み合って、一つの形

で財政というのはやっているので、例えば、単純に

これを50億円かけてそれを支払いする、有利な２割

を使いましょう、もちろん、それはそれでの話なん

ですが、そのメニューだけの話じゃなくて、そもそ

もを言ってしまうと、国からもらう税金も、私たち

市から出す今、建てるも同じなんです。 

僕は基本的に思っているのは、その補助金にたか

るようなものの考え方でものを進めてもらったら困

るよと。 

どっちも血税ですから、逆に言うと２割、50億円

の２割、10億円を少し削って、そこは使わないで我

慢して、40億円で物を建ててやるような気概を持っ

て、物事は進めていかないとなかなか難しいのかな

という、それが原点であります。 

補助金が出るから今やるんだっていう、ものを言

ってしまうと、どうしようもないんで、僕は一斉そ

ういうことは考えていないので、お金っていうのが

必要なものを必要として資金繰りしなくちゃいけな

いので、借金するわけです。 

市っていうのは、借金することにある程度の許容

範囲というのはありますから、例えば、100億円の

ものを組んでもできるんです、現実には。 

今回はそれは有利なことで使えるという、一つの

飴がついているわけですから、それに対して、食い

つきたくなる気持ちもわかるけれども、立ち止まっ

て、返済も将来に渡って出てくるので、なるべくそ

こは圧縮した中で、しっかりと考えていきたいとい

う。 

財政の議論については、また別の機会でやらない

と、そればっかりやっちゃうと、進みませんので。 

○近藤憲治委員長 ちょっと委員長として、議論整

理させていただきますけれども、いわゆるですね、

財源の議論は、中間報告前の段階で、１項目をおい

てですね、議論をしていただきました。 

その際には、先ほど永本委員の話もありましたけ

れども、ＺＥＢも含めて、こういうの使えないか

な、こういうの使えないかなっていうのを、幾つか

具体的な例もあげながら調べてみましたが、なかな

かすぐにそれをというようなところに至らず、現状

では市側も使おうと考えている、庁舎の緊急保全債

について、これが必要、又はそうではないという議

論がこの特別委員会でなされてきたところですの

で、それは最終報告に記載をさせていただいて、そ

れ以外については、また今後ですね、別のフェーズ

で議論をしていただければなというふうに思いま

す。 

現有地についての御見解はそれぞれ皆さんよろし

いですか。 

○川原田英世委員 今いろいろ聞いたんですけれど

も、まずそもそもが、時間軸での話で現有地に建て

るからといって、緊急保全事業は当たらないってい

う決断をなぜ今されているのか僕は理解できなく

て、まず、場所は、これから９月議会で決めるんで

すけれども、実施設計を末までに出すというので、

ここだったらなぜ間に合わないっていう結論になっ

ちゃっているのがちょっとわからない。 

壊して造る、ほかの町でもそういうケースで事業
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で執り進めているところもありますので、ここだか

らこの事業、国の保全債はできませんよっていう結

論が出ているような議論になっちゃっているんです

けれども、その結論は出ていないと思いますので、

そこはちょっと違うんじゃないかなというふうに思

います。 

確かに、壊すと建てるとで重なってかかってきて

しまうというのは、永本委員が以前にお話ししたこ

とだと思うんですけれども、そこも含めて保全債の

中でトータルで、期間をおいて、20年間の形で返済

をしていくという形になりますので、そこで考えて

いくと、一時的にすごくお金かかるってことはもち

ろんそれはないので、現有地である課題としてはち

ょっと、僕はまたちょっと違う議論なのかなという

感覚でいます。 

それよりも、やっぱりさっき言われたように、こ

こを壊している間、じゃあ市はどこに行くんだって

いうのは、確かにそれは、市内の空いているところ

探してとか、そういうふうになるとそれは時間がか

かるし、そこはなかなか進まないねっていうところ

は確かにあると思うんです。 

そういった中で、ちょっと前提の部分の認識が確

定していないところで、ちょっと議論が進んでしま

っているような気がしていたので、そこは、付け加

えておいたほうがいいかなと思いました。 

○近藤憲治委員長 そのほか。 

よろしいですか。 

それでは暫時休憩いたします。 

午前10時52分休憩 

午前10時52分再開 

○近藤憲治委員長 それでは、再開いたします。 

続きまして、新庁舎建設特別委員会最終報告につ

いての５番、新庁舎建設に係る財源について、委員

の皆さんの御意見を賜りたいと思います。 

いかがでしょうか。 

○山田庫司郎委員 ５番目になりますか。 

案の中の新庁舎建設に係る財源について、という

部分ですけれども、中ほどにですね、アンダーライ

ン引いてる中ほどに、その結果っていうところから

ですけれども、市側の考え方として、新庁舎建設に

直接的な煽りをもたらすものではない状況である

と、こういう形で市からも説明されたっていう書き

方をしていますが、確かにこういう説明は私もあっ

たと思いますが、今の段階、今の状況では大丈夫だ

と思いますと。 

ただ、コロナの関係は、全く見通しはわかりませ

んと。 

ここをきちんと、協調しないと私はならないかな

と思うんですよ。 

だから、これだけ読んじゃうと、何かもう心配な

いなっていう形のとり方になりそうなちょっと危惧

があるので、コロナにも確かに触れてますけれど

も、こういう答弁はあったのは、現段階の財政状

況、コロナによって来年度以降、今年からも幾らか

の影響出てくると思いますが、来年度以降は、相当

な動きが出てくるということで、それは財政課も含

めて、今の段階では見通しは全く話すことはできま

せんと。 

逆に12月ぐらいになって、国の予算が動き出し

て、地財計画なんかがある程度出てくれば、見通し

は立つのかもしれませんけれども、この段階ではそ

こが非常に大きいんです、僕らからすると。 

だから、そこをもう少し、きちんとしてもらわな

いとまずいかなというふうに思うんです。 

○近藤憲治委員長 確認ですが、現段階の見通しで

は、というフレーズだけでは、伝わりきらないと。 

〇山田庫司郎委員 現段階ということは、将来も含

めて現段階では大丈夫だという言い方なので、間違

いではないんだけれども、このコロナによっては、

来年以降は大きくさま変わりするという状況はみん

な認識しているんだから、ここはきちんとうたわな

ければだめだと思う。 

○近藤憲治委員長 はい、その他。 

○松浦敏司委員 私はこの文章を読んで、間違いで

はないんだけれども、ただ、これはちょっと誤解を

受けるのではないかというふうに印象を持ちまし

た。 

確かに、財政のほうとしては、現段階において

は、大丈夫ですと。 

ただ、将来にわたってについては、ある意味答え

ようがないといいますか、国の方向ですから、それ

によって影響を受けるわけで、一財政課長が答えら

れるようなものでないので、あくまでも現段階にお

いてっていうふうに私も受け止めていたので、将来

のこと、来年のことについては、それは、一担当者

としては、市側としては答えようがないっていうの

が現実だというふうに思ったので、この表現だとち

ょっと誤解を受けるような印象を持ったんで、やっ

ぱりちょっとこの部分は、もうちょっとわかりやす

いふうに変える必要があるかなというふうに思いま
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した。 

○立崎聡一委員 今、松浦委員からお話があったよ

うに、確かに現段階、山田委員も同じことをおっし

ゃっていたんで、僕はこの表記でいいのかなという

ふうに思います。 

この先、コロナで大きくさま変わりするのかもし

れません。 

そこは言い切れるというのは、僕ちょっとわかん

ないけれども、そこはね、現段階としては、こうい

う書き方しかないんだろうなっていうふうに僕は思

っております。 

理解させてもらいます。 

市側として、来年度以降の国の動きがどうこうと

かっていうのは当然見えてこない話ですし、そのと

きにまたどういうふうに変わっているのか僕も検討

はつきません。 

こればっかりは、何とも言えないんで、コロナが

いつまで続くのかっていうのもあるでしょうし、す

ぐ何とかなるのかっていう臆測でしかないので、そ

こは、現段階としてはこの表現でいいのかなという

ふうに思っております。 

○永本浩子委員 私も表現に関しては、このままで

いいのではないかなと思っております。 

ただ、やっぱりコロナの影響っていうのは、来年

度、再来年度やっぱり市の側にも大きく出てくるこ

とはもう間違いない事実なので、だからこそ市民負

担をできるだけ少なくする道をやっぱり選ぶべきだ

と私は思っておりますので、できればそういったこ

とも書き加えてもらいたいぐらいの気持ちです。 

○近藤憲治委員長 はい、ありがとうございます。 

その部分については、財源の中間報告でも一段落

目に明確に書いていて、新庁舎建設が過度な将来負

担となり、市民サービスの低下を招かないよう十分

留意するということで、一番最初にうたっています

ので、そこは大丈夫かなと考えていますが、今御発

言いただいた部分も含めて、若干修正をさせていた

だきます。 

○栗田政男委員 僕は、今議論してる部分について

は、向こうがはっきり言っているんで、山田さんの

言っているのも当然わかるのですが、ニュアンスと

して、理解できればいいんじゃないかなと思いま

す。 

前回も指摘したんですが、国の交付税措置を受け

ずに市単費での新庁舎建設は実際不可能と、この書

き方はね、厳しいものがあるとか、難しいものがあ

るぐらいの程度にしないと、実際不可能なんてこと

はあり得ないので、そんな考えを当に持っていると

したら、頭をかち割って見てみたいくらいの気持ち

なんですが、新庁舎はどんなことがあったってでき

ますから、いろんな手法で。 

出来ない、実際不可能っていう表記はちょっと問

題があるのかなと思います。 

もう１点、交付金、補助の前提でお話をすること

によって、実はいろいろ調べると、やはりいろんな

縛りが出てくるということですね。 

市側が提案しているラルズ跡地に関しても、私は

やっぱり複合的な民間も活用できるような施設、古

い社協とか、そういうものも入れられたらどうかな

という認識を持っているのですが、それも今の制度

を活用するということであれば、庁舎しか認めない

という縛りもあるようです。 

そういう意味からもいろいろ検討しなくてはなら

ないのかなというふうに思います。 

それだけです。 

以上です。 

○近藤憲治委員長 そのほか財源についてはいかが

でしょうか。 

〇川原田英世委員 今の部分で、僕も実施不可能っ

ていうのはちょっとおかしいなと思っていますの

で、ニュアンスというか、言い方は変えたほうがい

いと思っています。 

それと、ここで、多くの議員は、国の交付税措置

を受けずにっていう記載なんですけれども、この交

付税措置に絞っていた議論て、何かしていないよう

な気がして、国の支援とかそういう言い方なんじゃ

ないのかなと思って。 

○近藤憲治委員長 その部分については、私から答

弁させていただきますと、あくまでもこの特別委員

会で最終的にこの財源の部分で議論になっているの

っていうのが、いわゆる市町村役場の緊急保全事業

なんですよね。 

これって交付税措置なんですね、将来的な。 

なので、こういう書き方になっているんですけれ

ども。 

○川原田英世委員 そうたら、緊急事業って逆に入

れたほうがわかるかな。 

〇近藤憲治委員長 それでもいいんですけれども。 

○川原田英世委員 交付税措置という・・・。 

○近藤憲治委員長 すいません、委員会中なんで、

後で改めて補足で説明させていただきます。 
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実は、中間報告の段階でも、この緊急保全事業が

やっぱり焦点になっているんですよね。 

中間報告の段階では、明確に書きませんでした。 

まだ、見解が相当分かれていましたので、様々な

支援措置を検討するようにというニュアンスで書か

せていただいたんですけれども、実際のところ、こ

の20回の委員会振り返ってみますと、この緊急保全

事業を使うか使わないか、使わうとしたらどういう

流れになるのか。 

使わないとしたら、財政的にどうなるのかという

のを、具体的に資料要求もして調査をした経過がご

ざいますので、委員の皆さんの発言を振り返ってみ

ますと、使えるんだったら使えたほうがいいという

考え方の方もいらっしゃいましたし、今後の財政の

ことを考えれば、必ず必要なんだという考え方の方

もいらっしゃいましたので、ちょっとそこは、ニュ

アンスをうまく反映できるように記載したいと思い

ます。 

○川原田英世委員 はい、わかりました。 

それと、ここで重要だというところで、総事業費

を市民に示すことがというふうにあるんですが、そ

れは、そのとおりだというふうに思っていて、これ

も話し合ってきた中身ですから。 

それと、前回話をさせていただいて、皆さんから

了承をもらったその庁舎以外の公共的な建物も含め

た長期的な計画を示すべきだっていうところが、こ

こにないものですから、この前決定したように、そ

こを加えていただきたいなと思います。 

○近藤憲治委員長 そのほかいかがですか。 

○石垣直樹委員 この作成にあたって、副委員長は

関わっていないんですか。 

○近藤憲治委員長 私から説明をさせていただきま

すと、基本私が執筆をしております。 

出来上がった段階で副委員長に渡すと。 

ですので、昨日渡すとか、そういった形で運用し

ています。 

○山田庫司郎委員 先ほども述べましたけれども、

ほかの委員から発言があったのを聞きますと、こう

いう表現でいいんじゃないかという言い方ですけれ

ども、文章というのは非常に難しくてですね、こ

れ、一回読んでみます。 

「現段階の見通しで公債費負担を含め、市財政に急

激な変化が生じることはない状況であり、新型コロ

ナウイルスの感染拡大による経済的影響が新庁舎建

設に直接的なあおりをもたらすものではない状況で

ある」と。 

これを市民が見ますと、もう問題ないなと思いま

す。 

だから、市側は現段階というのは、今の段階では

わかりません。 

だから、僕が言ったように、後ほどに書いてある

のは、資材や人件費やいろんな部分が上がる可能性

もあります、そういう影響があるようなことの書き

方をしていますけれども、それが総事業費を示すべ

きだという流れになるんですが、やっぱりここで１

回、コロナによる国の財政含めて、地方の財政の見

通しが今の段階では全く見えないっていうようなこ

とを、きちんと入れないと私は市民が誤解すると思

います。 

私もそう思います。 

ぱっと読んだら、市は問題ないんだ、コロナもあ

まり関係ないんだなっていうふうになっちゃう。 

どうなるかわからないということは、悪くなるか

もしれないし、今までどおり守られるかもしれない

し、よくなるということはないと思うけれども、そ

の変化は絶対来年以降ありますから。 

○近藤憲治委員長 そうですね、ここ３回ぐらい、

山田委員中心に議論いただいた部分ですので、そこ

はちょっとニュアンスで反映するようにさせていた

だきます。 

そのほかいかがですか。 

よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、ここで暫時休憩いたします。 

午前11時05分休憩 

午前11時41分再開 

○近藤憲治委員長 それでは再開をいたします。 

休憩前に御協議をいただきました部分を反映を

し、最終報告の文案を修正いたしましたので、今お

手元に配付させていただいておりますので、御説明

をさせていただきます。 

８ページの２番、新庁舎の建設予定地についてで

ありますが、まず、新たな２番を追記をして、合計

４案が、委員会内の議論の軸となったという表記で

すね。 

今、３になっていますので、４に修正させていた

だきますが、まず１番が中心市街地金市舘ビル跡地

周辺、２番が現在の庁舎が建っている現有地、３番

が高台、４番が超分散型ということで、４案が委員

会内の議論の軸となったという表記に変えさせてい
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ただきます。 

その後の段落でございますが、２番、現有地につ

いても複数の委員が賛同しており、その根拠とし

て、先ほど御討議いただきましたが、市民が長年慣

れ親しんでいる場所であること。 

また、金市舘ビル跡と比較すると、海抜が高い部

分が一部存在しており、浸水時に安全等の意見に立

っているという追記をさせていただきました。 

そのあと、ちょっとこちら、文字が直っていなく

て、口頭で説明をさせていただきますが、最終段落

で委員間の討議において、少し反すうといいます

か、逆の指摘があるという部分で、２番にですね、

この部分では先ほども御討議いただきましたが、現

有地については、擁壁の老朽化や仮庁舎の確保等の

指摘が出されたということで、記載をさせていただ

きたいと思います。 

その後の番号については３番、４番ということで

修正させていただきます。 

ここの修正についてよろしいですか。 

少し細かく説明しますとですね、山田委員の発言

で海抜が金市舘跡に比べて高いっていう発言があっ

たんですけれども、細かく見ると、一部高いですよ

ね、そうなんですよ。 

ですので、ちょっとそこは、正確な表記というこ

とで、一部存在していると。 

○山田庫司郎委員 ５条側の道路の方でしょ。 

○近藤憲治委員長 ちょっとすいません、開会中な

んで。 

よろしいでしょうか。 

○山田庫司郎委員 今、私もちょっと認識不足でし

たけれども、確かに、５条側は、ラルズ周辺跡地と

同じ海抜かなというふうに認識しますけれども、こ

こには一部高い部分が一部存在しておりって書いて

るけれども、大半が高いです。 

こっち側が高いので、だから一部ではなくて、大

半が高いです。 

だから、庁舎を建てようとしてるところについて

は、海抜よりあっちより１メートル高いという認識

で、私は間違いないと思うんです。 

建て方によっては、低い所も使うことになるかも

しれない。 

○近藤憲治委員長 どのように修正されるのが望ま

しいですか。 

大半が１メートル高いという書き方にしますか。 

すいません、今、山田委員とちょっと確認の作業

をしていますので。 

逆に、一部低いところがあるという表記にしまし

ょうか。 

でもそうすると、長所をうたってるくだりなの

で。 

暫時休憩いたします。 

午後11時46分休憩 

午後11時52分再開 

○近藤憲治委員長 それでは、再開します。 

続きまして、新庁舎に係る財源の部分の修正でご

ざいます。 

新型コロナウイルスの感染拡大による、影響につ

いてですね、もう少しニュアンスをしっかりと打ち

出してほしいというお話でございましたので、この

ような書き方になっております。 

前段は、市側がこの特別委員会で示した見解が書

いてありますが、新庁舎建設にですね、直接的な煽

りをもたらすものではない状況であるものの、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大による諸要因が将

来的にもたらす影響は明確にはわからないとの見解

も示されたが、今後の資機材や人件費の高騰に加え

て、新型コロナウイルスの影響による税収減少を背

景とした、国の交付税措置の先行等に懸念を示す意

見もあることから、建設用地の決定、各種設計等の

経過次第であるものの、できる限り速やかに新庁舎

建設に係る総事業費を市民へ示すことは極めて重要

である。 

あわせて、これは川原田委員からの御提言でござ

いますが、市庁舎以外の他の公共施設の更新につい

ての見通しを、市民に示す工夫が求められていると

いうことで記載をさせていただきました。 

そのあとのですね、国の公共施設等適正管理事業

債、いわゆる市町村役場緊急保全事業については、

様々な委員の皆さんから見解を示されております

が、いわゆる、その国の交付税措置を受けずに、市

単費での新庁舎建設は極めて困難であるというニュ

アンスで、整えさせていただきました。 

ここはちょっと濃淡があるのですが、シンプルに

表現するとこういうことかなということで、記載を 

させていただいているところです。 

暫時休憩いたします。 

午後11時55分休憩 

午後11時56分再開 

○近藤憲治委員長 それでは、再開します。 

国の交付税措置を要することでよろしいでしょう
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か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

御確認いただきました。 

最後が、最終報告に係る主たる見解で、特にその

見解側の隔たりが大きい建設予定地についての肯定

的な見解、否定的な見解をリスト化する部分で、新

たに、２番で追記をした現有地についての肯定的な

見解と、否定的な見解を記載をさせていただいてお

りますので、こちらもご確認ください。 

そうですね、はい。 

先ほど、本文で修正をいたしました、海抜の高い

部分の表記ですけれども、こちらにつきましても、

本文と文章を揃えさせていただきまして、金市舘ビ

ル跡地と比較すると、大半の用地の海抜が高く、浸

水時に安全という書き方に修正をいたします。 

○山田庫司郎委員 ５番の財源のところです。 

細かいことですが、私にとっては非常に大きいの

ですが、大分精査してくれて、諸要因が将来的にも

たらす影響は明確にはわからないと、これ、うたっ

てくれて、税収減少はわからないとの見解も示され

たと。 

これ、僕、ここで丸して切るべきだと思います。 

が、っていうのは、次が反対のことになってくる

んです。 

ここは、事実として切らなきゃだめです。 

見解も示された、丸。 

今後の資材機材や加えていろんなことっていうの

は、また別の部分の情勢ですから。 

見解も示されたが、こんなことが、あんなことが

っていうふうになるのなら、反対の形の説明が後に

ついてくる形の流れに文章的になるので、細かいこ

とだけれども、ここは見解が示されたで切らなけれ

ばだめなの。 

〇近藤憲治委員長 わかりました。 

そのように修正させていただきます。 

そのほかいかがでしょうか。 

今の修正よろしいですよね。 

文意としては伝わるので。 

そのようにさせていただきます。 

そのほかいかがでしょうか。 

よろしいですか。 

○川原田英世委員 ５番の整理というところは、私

は、なんかこう見ていると、それぞれの見解につい

てというところなんでしょうけれども、ちょっと、

これが最後につくということについて、やっぱり違

和感を感じるんですが。 

例えば、さっきの部分で②現庁舎が建っている現

有地もさっき１時間ほど議論をして、その中で見解

として、ぽんぽんぽんと出てきたんでしょうけれど

も、議論した経過でいくと、例えば、否定的なとこ

ろでも、現庁舎の強度不足で解体建設の同時並行は

困難であるのですけれども、前提条件がまさに同時

並行ということがあった中で読んだらわかるんです

けれども、この議論の経過から聞いていたらわかる

んですけど、ぱっとこれ見たら何のこと言ってるん

だろうという感じなんですよね。 

とかそういった部分があるんで、大分整理しない

とこれつけるんであれば、確認はしたと思うんです

けれども、他の議員の皆様はいかがなんでしょう。 

○近藤憲治委員長 川原田委員から今発言ございま

して、５番の論点を明確にする各見解についての表

記についてへの御意見ですが、他の委員の皆さんい

かがですか。 

○山田庫司郎委員 確かに中間報告とは最終報告で

すから、違いはもちろん私も認識しています。 

ただ冒頭、先ほど午前中のというか、さきの会議

の中でも言ってましたけれども、私はこの最終報告

に係る主たる見解についてと、議事録をまたまとめ

たような一つの流れですし、ほかの委員は、やっぱ

り細いやつも全部載せるべきだという話もありまし

たけれども、私は最終報告には必要ないと思う１人

の見解を持ってますので、どうしてもやっぱり皆さ

んの思いも含めてそうなると私は、報告に入れない

で、資料として別添付したほうがいいと思います。 

○近藤憲治委員長 そのほか。 

○松浦敏司委員 私も山田委員と同じように、ここ

で、４のところで、以上新庁舎建設特別委員会の最

終報告といたしますというふうに言ってるんで、こ

こで終わって、その後については、やっぱり資料と

いう形でよろしいかというふうに思います。 

○近藤憲治委員長 そのほか。 

○石垣直樹委員 これがあることで議論の経過がわ

かって、各用地についての見解もわかるので、あっ

たほうがいいと思います。 

ここを見て気になるのであれば、議事録を読んで

いただくという流れができますので、残すべきだと

思います。 

○永本浩子委員 私もやっぱり、この特別委員会20

回重ねてきて、ずっと結局最後まで一つの意見には

まとまらず、これだけの意見の交換があったという
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ことを、きちんとやっぱり資料としてではなく残す

べきだと思いますので、ここはぜひあったほうがい

いと思います。 

そして資料として残すんだったら、もっともっと

詳しいものが必要になるんじゃないかと思います。 

○栗田政男委員 私も、なくても、報告は正規のも

のを出すわけですから、なくて別添資料で詳しかろ

うが何だろうが、必要であればつけても構わないで

すし、せっかくここでいい感じで終わっているの

に、これがここに入っちゃうというのは、ちょっと

違和感を感じます。 

○近藤憲治委員長 そのほか。 

○立崎聡一委員 残しておいていいと思います。 

資料的に別添付というお話もあったんでしょうけ

れども、あそこは別資料にする必要がないのかとい

うふうに思いますし、これはこれで付けたほうがよ

ろしいかというふうに思います。 

○近藤憲治委員長 暫時休憩いたします。 

午後0時03分休憩 

午後0時09分再開 

○近藤憲治委員長 それでは、再開します。 

休憩中、種々ご議論いただきましたが、現在の最

終報告書案の５番になっておりました、最終報告に

係る主たる見解については、資料として最後の段に

添付をするという形に修正をさせていただきます。 

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのようにさせていただきます。 

また、主たる見解の中に記載がございます、総事

業費の記載ですね。 

金市舘ビル跡地周辺の部分でございますが、こち

らについては、ちょっとニュアンスが異なるという

御指摘もいただきましたので、この部分は削除をさ

せていただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのほか。 

○川原田英世委員 全体的に文言がどうかっていう

のはあるんですけれども、ちょっと１点、これはや

めたほうがいいんじゃないかという記載が、上から

８ポツ目の、「どの用地にするにしても」から、

「としか言いようがない」まで、これはいらないん

じゃないのかなという、やめたほうがいいんじゃな

いのかなというふうに思います。 

○近藤憲治委員長 他の委員の皆さんいかがです

か。 

それでは、削除しますか。 

それとも、ニュアンスを変更するという方法もあ

ります。 

暫時休憩いたします。 

午後0時11分休憩 

午後0時12分再開 

○近藤憲治委員長 それでは、再開します。 

それでは、休憩中種々ご議論いただきました。 

資料となります、最終報告に係る主たる見解につ

いての部分でございますけれども、金市舘ビル跡地

周辺に関しての部分で、肯定的な見解に入っており

ます、総事業費に係るくだり、また否定的な見解に

も入っています、総事業費に係るくだりにつきまし

ては、委員の皆さんの御確認の上、削除させていた

だくということよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

確認をさせていただきました。 

そのほか、ご発言ございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、最後にお諮りをいたしますが、こちら

の今日皆さんにまとめていただきました、新庁舎建

設特別委員会報告書案につきましては、この段階で

の確認をもちまして報告書となりまして、議会運営

委員会に報告案件として出させていただきます。 

その上で、９月に開催されます、第３回定例会の

本会議におきまして委員長報告をさせていただきま

す。 

その内容につきましては、先ほどもお話をさせて

いただきましたが、４番の最終報告を圧縮抜粋する

形で、報告をさせていただきまして、この報告書に

ついては、別途配布という形に扱わせていただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○山田庫司郎委員 これ、議会運営委員会の議題で

すから、僕らがどうだこうだ言えないのですが、前

もちょっと議論していますから、委員長はもう認識

していると思いますが、１日のやっぱり冒頭に報告

をして、そこの時点でやっぱり採決をもらうという

ことの流れが必要かなと思うんですよね。 

最終報告を議会として承認しない中で、所管の委

員会で議論してていいのかどうかも、その辺も含め

て皆さんからちょっと意見もらいたいと思います。 

○近藤憲治委員長 休憩いたします。 

午後0時14分休憩 
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午後0時14分再開 

○近藤憲治委員長 それでは再開いたします。 

そのほか、発言ございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、約１年、20回に及ぶ特別委員会に積極

的に関与いただきましたことに、心より御礼を申し

上げまして、新庁舎建設特別委員会を閉会いたしま

す。 

御苦労さまでした。 

午後0時15分閉会 

 


